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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　腰周り及びウエスト周りを含む胴周りに、幅方向の伸縮領域を有する幅方向に伸縮可能
な使い捨ておむつであって、
　前記胴周りを構成する裏面のシートが伸縮シートであり、
　前記伸縮シートが、伸縮性を有しない第１シート層と、第２シート層との間に、幅方向
に伸縮可能な弾性フィルムが積層されており、かつ、前記第１シート層及び前記第２シー
ト層が、直接又は弾性フィルムを介して、間隔を開けた多数の接合部で接合されており、
　前記伸縮シートは、前記弾性フィルムの収縮力により収縮し、前記幅方向に外力を加え
ると伸長可能であり、
　前記伸縮シートの前後方向端部の前記伸縮領域が内面側に折り返されて、伸縮シートの
二重構造とされており、
　単位面積内に含まれる前記接合部の総和面積が占める接合部面積率が、前記二重構造領
域と、他の領域とで異なっていることにより、伸縮応力が相違しており、
　単位面積内に含まれる前記接合部の総和面積が占める接合部面積率について、前記二重
構造領域の接合部面積率が、他の領域の接合部面積率より大きく、前記二重構造領域の伸
縮応力は、他の領域の伸縮応力より大きいことを特徴とする使い捨ておむつ。
【請求項２】
　腰周り領域に吸収体が配置されており、この吸収体端部上と前記二重構造の折り返し部
分上とに跨がって、不透液性のカバーシートが設けられている請求項１記載の使い捨てお
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むつ。
【請求項３】
　前記接合部の接合領域全体に孔が形成されておらず、前記第１シート層及び前記第２シ
ート層を残存させるとともに、前記弾性フィルムと前記接合部との、少なくとも伸長方向
の境界部分に貫通孔が設けられている請求項１記載の使い捨ておむつ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、第１シート層と第２シート層とが弾性フィルムを挟んでなる伸縮シートを備
えた使い捨ておむつに関する。
【背景技術】
【０００２】
　吸収性物品、例えば使い捨ておむつにおいては、身体表面へのフィット性を向上するた
めに、脚周りや胴周り等の適所に伸縮性を付与することが一般的である。伸縮性を付与す
るための手法としては、従来、糸ゴム等の細長状弾性伸縮領域材を長手方向に伸長した状
態で固定する手法が広く採用されているが、ある程度の幅で伸縮性を付与したい場合には
、糸ゴムを幅方向に間隔を置いて並べて配置した状態で固定する態様が採用されている。
【０００３】
　並行に配置した複数本の糸ゴムを使用するものでは、糸ゴムとその周囲とで締付け力が
相違するので、筋状に着用者の肌を押圧し、肌触りが良好でない。特に、敏感なウエスト
周りにおいては課題が残る。
【０００４】
　一方、面状に押圧し伸縮性を付与するとともに、肌触りを考慮したものとして、不織布
／エラストマーフィルム／不織布を使用するものも提案されている。（例えば特許文献１
参照）。
【０００５】
　しかし、特許文献１による伸縮シートは、連続製造を意図しているので、結合部を形成
する熱接着ローラにおける隆起部のパターンは幅方向及び周方向に一様であり、したがっ
て、製造された伸縮シートは、位置が異なっていても、伸縮応力は均一である。
【０００６】
　仮に、この伸縮シートをウエスト周り及び腰周りの両者に適用する場合には、必要とさ
れる締め付け力が相違するので、それらの部位に対して伸縮応力が異なる２種類の伸縮シ
ートが必要となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第４５６２３９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　そこで本発明の主たる課題は、本質的に１枚の伸縮シートで、ウエスト周りと腰周りの
両者に対して、必要な締め付け力を与えることができる使い捨ておむつを提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決した本発明は次のとおりである。
【００１０】
　（基本形態）
　本発明の使い捨ておむつは、腰周り及びウエスト周りを含む胴周りに、幅方向の伸縮領
域を有し幅方向に伸縮可能なものである。
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　前記胴周りを構成する裏面のシートが伸縮シートであり、
　前記伸縮シートが、伸縮性を有しない第１シート層と、第２シート層との間に、幅方向
に伸縮可能な弾性フィルムが積層されており、かつ、前記第１シート層及び前記第２シー
ト層が、直接又は弾性フィルムを介して、間隔を開けた多数の接合部で接合されており、
　前記伸縮シートは、前記弾性フィルムの収縮力により収縮し、前記幅方向に外力を加え
ると伸長可能である。
　本発明においては、前記伸縮シートの前後方向端部の前記伸縮領域が内面側に折り返さ
れて、伸縮シートの二重構造とされている。
　伸縮シートが二重にされている、換言すれば伸縮領域が二重にされていると、その領域
の伸縮応力が、二重でない領域の伸縮応力に対して実質的に２倍となり、高まる。したが
って、ウエスト周りをしっかり締付けることができる。その反面、二重でない領域では小
さな伸縮応力によって過度に圧迫することなく締付けることができる。
【００１１】
　二重にする前後方向長さとしては、適宜選択できるが、８ｍｍ～５０ｍｍとし、これを
ウエスト周りに、一重の領域を腰周りに設定することができる。
【００１２】
　一方、単位面積内に含まれる前記接合部の総和面積が占める接合部面積率を、前記二重
構造領域と、他の領域とで異ならせることにより、伸縮応力を相違させることができる。
【００１３】
　腰周りの伸縮応力に対して、腰周りの伸縮応力より、ウエスト周りの伸縮応力を大きく
する必要がある条件の下で、ウエスト周りの二重構造にして、腰周りの伸縮応力の２倍に
することまでを要しない場合に、有効な方法がある。
　すなわち、単位面積内に含まれる前記接合部の総和面積が占める接合部面積率について
、前記二重構造領域の接合部面積率が、他の領域の接合部面積率より大きくする。接合部
面積率より大きくすることによって、伸縮応力は小さくなる。
　しかし、伸縮応力が小さいとしても、二重構造にするので、結果的に二重構造の伸縮応
力は、他の領域の伸縮応力より大きくすることができるのである。
【００１４】
　腰周り領域に吸収体が配置されており、この吸収体端部上と前記二重構造の折り返し部
分上とに跨がって、不透液性のカバーシートが設けられている構造とすることができる。
この態様によれば、吸収体の端部から吸収した体液が前後方向に流出したとしても、不透
液性のカバーシートによって体液の流出を防止できる。
【００１５】
　本発明において接合部の配置パターンに限定はない。その一例は、好適な見栄えを示す
千鳥状配置である。
【００１６】
　本発明の伸縮シートでは、その第１シート層及び第２シート層に貫通する孔は形成され
ない。この点は、特許第４５６２３９１号公報の図５又は図７で示される伸縮シートと異
なる。
【００１７】
　本発明の伸縮領域の接合部においては、例えば次の接合形態例がある。
　（１）第１シート層及び第２シート層が部分溶融し、弾性フィルムに接合する、すなわ
ち第１シート層及び第２シート層が弾性フィルムを介して接合する形態。
　（２）弾性フィルムが溶融し、第１シート層及び第２シート層中に移行し、第１シート
層及び第２シート層が、弾性フィルムを介在させることなく、直接接合する形態。
　（３）（１）の形態と（２）の形態との中間の形態であって、弾性フィルムの両表面部
分が溶融して第１シート層及び第２シート層中に移行し、しかし、弾性フィルムは部分的
に残存していることにより、第１シート層及び第２シート層が残存弾性フィルムを介して
接合する形態。
【００１８】
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　これらの形態のうち、特に、（２）の形態及び（３）の形態では、接合部と非接合部と
で弾性フィルム強度の差異が生じる。したがって、伸長を保持した伸縮シートの伸長状態
を、一旦開放して収縮させて製品とした後；あるいは、伸長を保持した伸縮シートを他の
部材と結合した後、伸長状態を一旦開放して収縮させて製品した後；伸縮方向に機械的に
あるいは人力で伸長させると、接合部と非接合部との境界部分で破断が生じる。
　その結果、貫通孔が形成される。
【００１９】
　このような場合、前記伸縮領域において、伸縮性を有しない第１シート層と、伸縮性を
有しない第２シート層との間に、前記少なくとも幅方向に伸縮可能な弾性フィルムが積層
されており、かつ、前記第１シート層及び前記第２シート層が、間隔を開けた多数の接合
部で、前記弾性フィルムに形成された貫通孔を通じて接合され形成された態様となる。
　貫通孔が形成されたものでは、通気性が確保される利点がある。貫通孔は、全ての接合
部において形成される必要はなく、一部の接合部において形成されていても通気性を示す
。弾性フィルムが前記幅方向のみに伸縮可能である場合、貫通孔は接合部の縁から幅方向
に延びた形状となる。弾性フィルムが前記幅方向及び前記直交方向の両者に伸縮可能であ
る場合、貫通孔は接合部の縁から両方向に延びた形状となり、場合により接合部の周りに
環状の形状となることがある。
【００２０】
　前記接合部は、前記幅方向長さより、前記直交方向長さが長い形態が提供される。
【００２１】
　不織布からなる第１シート層の融点及び不織布からなる第２シート層の融点より、前記
弾性フィルムの融点が低く、この融点より高く、かつ第１シート層の融点及び第２シート
層の融点より低い温度に相当する溶融エネルギーを与えると、弾性フィルムは熱溶融する
一方で、第１シート層及び第２シート層は全く溶融しないあるいは部分的に溶融する結果
、接合部領域全体に孔が形成されておらず第１シート層及び第２シート層が残存している
形態となる。
　しかるに、伸縮シートの製造時におけるライン速度は高速である。したがって、第１シ
ート層及び第２シート層の融点より高い温度に相当する溶融エネルギーを与えても、第１
シート層及び第２シート層は全く溶融しないあるいは部分的に溶融するものの、接合部領
域全体に孔が形成されていない形態を得ることができる。
【００２２】
　このような観点から、弾性フィルムの融点は８０～１４５℃程度のものが好ましく、第
１シート層及び第２シート層の融点は８５～１９０℃程度、特に１３０～１９０℃程度の
ものが好ましく、また、第１シート層及び第２シート層の融点と、より低い融点を示す弾
性フィルム３０の融点との差は５０～８０℃程度であるのが好ましい。
　好適な具体例としては、前記弾性フィルムの融点が９５～１２５℃であり、第１シート
層の融点が１２５℃超～１６０℃、より好ましくは１３０～１６０℃、第２シート層の融
点が１２５℃超～１６０℃、より好ましくは１３０～１６０℃である。
【００２３】
　接合部の好適例としては、伸縮領域における前記接合部の面積は０．１４～３．５ｍｍ
2であり、自然長状態における前記貫通孔の開口の面積は、前記接合部の面積の１～１．
５倍であり、伸縮領域における前記接合部の面積率は１．８～２２．５％である。
　ここで、「面積率」とは単位面積に占める対象部分の割合を意味し、対象領域（例えば
伸縮領域）における対象部分（例えば接合部、貫通孔の開口）の総面積を当該対象領域の
面積で除して百分率で表すものであり、特に「接合部の面積率」とは、伸縮方向に弾性限
界まで伸ばした状態の面積率を意味するものである。また、貫通孔の開口の面積は、当該
伸縮構造が自然長の状態における値を意味し、貫通孔の開口の面積が、弾性フィルムの表
と裏で異なる等、厚み方向に均一でない場合には最小値を意味する。
　本明細書における接合部面積率は、後に説明するアンビルロールの突起部の大きさ、形
状、離間間隔、ロール長方向及びロール周方向の配置パターンなどを選定することにより
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選択できる。
【００２４】
　「伸長応力」とは、ＪＩＳ　Ｋ７１２７：１９９９「プラスチック－引張特性の試験方
法－」に準じて、初期チャック間隔（標線間距離）を５０ｍｍとし、引張速度を３００ｍ
ｍ／ｍｉｎとする引張試験により測定される「弾性限界の５０％まで伸ばしたときの応力
（Ｎ／３５ｍｍ）」を意味する。幅３５ｍｍの試験片を切り出すことができない場合には
、切り出し可能な幅で試験片を作成し、測定値を幅３５ｍｍに換算した値とする。
　対象の領域が小さく、十分な試験片を採取できない場合、伸縮応力の比較であれば、適
宜小さい試験片でも、少なくとも比較できる。
　また、領域内に複数の伸長応力が相違するので、試験片の採取をどうするかが問題とな
る。そこで、伸縮応力の絶対値を求めることから離れて、伸縮応力の比較のためには、伸
縮シートの各部位について試験片を採取し、それぞれの試験片について、自然状態の１０
０％長さから１５０％長さに伸長したときの応力によって大小を比較することも可能であ
る。
【発明の効果】
【００２５】
　以上のとおり、本発明によれば、本質的に１枚の伸縮シートで、ウエスト周りと腰周り
の両者に対して、必要な締め付け力を与えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】接合部の配置パターン例の平面図である。
【図２】接合部面積率が相違する例の概略平面図である。
【図３】接合部面積率が相違する他の例の概略平面図である。
【図４】接合部面積率が相違する別の例の概略平面図である。
【図５】接合部面積率が相違するさらに別の例の概略平面図である。
【図６】接合部面積率が相違するさらに他の例の概略平面図である。
【図７】伸縮シートの接合前の説明用断面図である。
【図８】伸縮シートの接合状態の説明用断面図である。
【図９】伸縮シートの収縮状態の説明用断面図である。
【図１０】貫通孔が形成される伸縮シートの接合状態の説明用断面図である。
【図１１】伸長及び接合手段例の概要図である。
【図１２】貫通孔の形成例の説明用平面図である。
【図１３】態様を異にする貫通孔の形成例の説明用平面図である。
【図１４】貫通孔の他の形成方法例の説明図である。
【図１５】（ａ）及び（ｂ）はウエスト周りの伸縮領域の接合部配置パターンを示す説明
図。
【図１６】完全展開状態のパンツタイプ使い捨ておむつの平面図（内面側）である。
【図１７】完全展開状態のパンツタイプ使い捨ておむつの平面図（外面側）である。
【図１８】（ａ）は図１６の１８ａ－１８ａ断面図、（ｂ）は図１６の１８ｂ－１８ｂ断
面図である。
【図１９】図１６の１９－１９断面図である。
【図２０】図１６の２０－２０断面図である。
【図２１】完全展開状態のパンツタイプ使い捨ておむつの要部のみ示す平面図である。
【図２２】幅方向にある程度伸長した外装体の胴周り領域における接合部配置パターン例
の説明用平面図である。
【図２３】接合部配置パターンの他の例の説明用平面図である。
【図２４】実施形態例のサンプルの自然長状態における写真である。
【図２５】実施形態例のサンプルの伸長状態における写真である。
【図２６】弾性フィルムが断裂した後の自然長状態を示す写真である。
【図２７】剥離試験の概要説明図である。
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【図２８】接合部の各種配列例を示す平面図である。
【図２９】テープタイプ使い捨ておむつの展開状態概要平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施形態について、添付図面を参照しつつ詳説する。
【００２８】
　本発明の使い捨ておむつは、幅方向に伸縮可能な伸縮領域を有する。この伸縮領域は、
図７～図９に示すように、伸縮性を有しない例えば不織布からなる第１シート層２１と、
伸縮性を有しない例えば不織布からなる第２シート層２２との間に、前記幅方向に伸縮可
能な弾性フィルム３０が積層されており、かつ、前記第１シート層２１及び前記第２シー
ト層２２が、直接又は弾性フィルム３０を介して、間隔を開けた多数の接合部４０で接合
されている。
　ここで、第１シート層２１及び第２シート層２２が「伸縮性を有しない」とは全く伸縮
しないことを意味するのではなく、弾性フィルムの伸縮性度合いとの比較では、実質的に
伸縮しないことを意味する。
【００２９】
　接合に際しては、図１１に示すように、外面に所定のパターンで形成した突起部６０ａ
を有するアンビルロール６０と超音波ホーン６１との間に、第１シート層２１、弾性フィ
ルム３０及び第２シート層２２を供給し、超音波ホーン６１により超音波溶融エネルギー
を与え、例えば主に弾性フィルム３０を溶融することによって、第１シート層２１及び前
記第２シート層２２と接合する。
【００３０】
　前記アンビルロール６０に対向して対向ロール６３が配置されている。この対向ロール
６３に対して駆動ロール６５が設けられ、弾性フィルム３０を挟み付けるニップロールと
されている。
　かかる装置の構造において、弾性フィルム３０を、対向ロール６３に巡らせた後、駆動
ロール６５とのニップ位置に達し、その後は、アンビルロール６０を巡らせる。
【００３１】
　その際に、駆動回転するアンビルロール６０の周速を駆動ロール６５の周速（したがっ
て対向ロール６３の周速でもある。）より速くすることにより、弾性フィルム３０を伸長
するとともに、アンビルロール６０の突部６０ａの群と超音波ホーン６１とにより接合を
行う。
【００３２】
　このとき、アンビルロール６０の周速を駆動ロール６５の周速より速くする速度差を選
択することにより、弾性フィルム３０の製造過程における伸長率（自然状態の長さを１０
０％としたときを基準とする）を設定できる。
【００３３】
　図８には接合後の伸縮シートについて、伸長状態における断面を模式的に図示してある
。伸縮シートの伸長状態を解放すると、図９（模式図）に示すように、弾性フィルム３０
の収縮力により収縮し、幅方向（図９の左右方向）に外力を加えると伸長可能である。し
たがって、この伸縮シートを、例えば使い捨ておむつの腰周り方向に使用すると、腰部あ
るいはウエスト部を収縮させるようになる。
【００３４】
　そして、伸縮シートは、所定の面積をもって製造できるので、所望の面積全体に収縮力
を作用させたい場合に、その伸縮シートを適用すればよい。この点、従来の使い捨ておむ
つにおいては、シートに糸ゴムを複数本並列に固定することにより行うのが一般的である
が、これでは糸ゴムやシートへの固定用のホットメルト接着剤の劣化による品質低下、並
びに製造時における安定した生産性の点で劣る。これらの問題点は本発明に係る伸縮シー
トによって解決できる。
　しかも、図９の収縮状態を見ると分かるように、伸縮シートの外面が規則的な細かい皺
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又はひだが生成されるので、着用者の肌への感触性が良好である。
【００３５】
　他方、上記例では、第１シート層２１と第２シート層２２とを、弾性フィルム３０を溶
融させて接合した例である。この場合、（１）第１シート層２１又は第２シート層２２が
弾性フィルム３０の表面で接合する態様、（２）弾性フィルム３０の表面部分が溶融し、
第１シート層２１及び第２シート層２２のそれぞれの繊維間に侵入して接合する態様、（
３）弾性フィルム３０のほぼ全体が溶融し、第１シート層２１及び第２シート層２２のそ
れぞれの繊維間に侵入して接合する態様などがある。本発明において、層間の接合態様に
ついてこれらの例に限定されるものではない。
　これらの態様のうち（３）などの態様においては、第１シート層２１と第２シート層２
２とが、直接、すなわち弾性フィルムを介在することなく接合していると評価することが
できる。
　上記（１）～（３）の態様は、弾性フィルム３０の融点が、第１シート層２１及び第２
シート層２２の融点より低い場合であるが、弾性フィルム３０の融点が、第１シート層２
１及び又は第２シート層２２の融点より高い場合であってもよい。この場合は、第１シー
ト層２１及び又は第２シート層２２の弾性フィルム３０側表面部分が活性化あるいは溶融
して弾性フィルム３０に接合する形態である。
　さらに、弾性フィルム３０が一部溶融するほか、第１シート層２１及び又は第２シート
層２２も溶融することによって接合するものでもよい。
　第１シート層２１及び又は第２シート層２２が不織布であり、その繊維が芯・鞘構造を
有していてもよい。この場合において、例えば繊維の鞘成分のみが溶融して、接合に寄与
させることができる。
【００３６】
　さて、伸縮シートの領域内において、単位面積内に含まれる前記接合部の総和面積が占
める接合部面積率が、使い捨ておむつの前後方向に異なっていることにより、伸縮応力が
相違しているのが望ましい。
【００３７】
　ここに接合部面積率とは、図１が参照されるように、単位面積Ｓ内に含まれる接合部４
０,４０…の総和面積が単位面積Ｓ中に占める割合を百分率で示したものである。この場
合における単位面積Ｓとしては、接合部が１０個以上含まれるような大きさに設定するこ
とが望ましい（少ない個数では伸縮応力の比較をし難い。）。図１の例では、１３個の接
合部を含んでいる。また、単位面積Ｓを定める外形は、正方形以外に長方形や円などの他
の形状であってもよい。
　接合部４０の一例は、図１に示す円形である。もちろん、楕円や長方形などの形状であ
ってもよい。図１のＬｍはマシン方向の配列間隔長、Ｌｃはマシン方向と直交する直交方
向（クロス方向）の配列間隔長、Ｐｍはマシン方向（ＭＤのピッチ長、Ｐｃは直交方向（
クロス方向：ＣＤ）のピッチ長である。
【００３８】
　伸縮シート内における領域によって、接合部面積率が異なる態様を図２～図６に示した
。
　図２は、領域Ａ、Ｂ、Ｃについて、接合部面積率をＡ＜Ｂ＜Ｃとすることによって、伸
縮応力をＡ＞Ｂ＞Ｃの関係にしたものである。
　例えば、ピッチ長Ｐｍ及びピッチ長Ｐｃが長い場合Ａと、ピッチ長Ｐｍ及びピッチ長Ｐ
ｃが短い場合Ｃとを比較すると、ピッチ長Ｐｍ・Ｐｃが長い場合Ａ（接合部面積率が低い
場合）の方が、ピッチ長Ｐｍ・Ｐｃが短い場合Ｃ（接合部面積率が高い場合）より伸長率
が大きい。その結果、伸縮応力は、Ａ＞Ｂ＞Ｃの関係になる。Ｂは中間のケースの場合で
ある。
　図２の形態では、伸長応力を領域ごと異なるものとなるので、吸収性物品を着用したと
き、領域ごと収縮力が異なるものとなり有用である。
【００３９】
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　図３の場合には、図面における横方向中間領域の伸縮応力を、両側の領域より小さくす
る例である。この例は、使い捨ておむつの腰回りにおいて、吸収体が存在する領域に前記
の中間領域を対応させ、伸縮応力を小さくするか実質的に伸縮性を有しないようにし、そ
の両側部分（使い捨ておむつの脇部）においては十分な伸縮応力を与えて、使い捨ておむ
つを着用者に快適にフィットさせる場合などにおいて有効である。
【００４０】
　図４に示すように、接合部面積率が相違する領域が、図４の上下方向（使い捨ておむつ
の前後方向）に配置する際に有効である。
【００４１】
　さらに、図５に示すように、接合部面積率が図５の上下方向に相違させる場合、図６に
示すように、接合部面積率が図６の左右方向に相違させる場合なども可能である。
【００４２】
　本発明において、接合部面積率の相違は、配置パターンの粗密のほか、接合部面積を変
えることによっても可能である。
　このことを理解するために、図６では、領域Ｅは小さな接合部を多数配置し、領域Ｄと
同じ接合部面積とした例を示した。接合部面積をＡ＜Ｅ＝Ｄとすることによって、伸縮応
力をＡ＞Ｅ＝Ｄの関係にしたものである。
【００４３】
　ところで、本発明における弾性フィルムは、幅方向のみに伸張可能なものでもよいが、
直交方向する方向にも伸縮する２方向伸縮フィルムが好適である。
【００４４】
　弾性フィルムの厚み、材料、ひずみ・応力特性、融点などの物性は適宜選択できる。こ
の弾性フィルムと、これに与える超音波溶融エネルギーと、伸縮シートの製造時における
弾性フィルムの伸長率との関係を選択することにより、図１０に示すように、結合部４０
の周囲に貫通孔３１を形成することができる。第１シート層２１及び第２シート層２２と
して例えば不織布により形成した場合、不織布は通気性を示すので、貫通孔３１の形成に
よって、伸縮シートの表裏に通気性を示す。したがって、例えば使い捨ておむつの腰周り
の部材として使用した場合、通気性が良好な腰回りシートとなる。
【００４５】
　通気貫通孔３１が形成される理由は必ずしも明確ではないが、超音波溶融エネルギーに
よった弾性フィルム３０が溶融し、かつ、アンビルロール６０の突起部６０ａよる押圧に
よって結合部４０は薄層化する。このとき弾性フィルム３０も薄層化しながら、結合部４
０の周囲部が破断強度に達し、伸長弾性フィルム３に作用している伸縮応力によって破断
が開始し、釣合い個所まで収縮し、開孔するものと考えられる。
【００４６】
　図１２には円形の貫通孔の場合における貫通孔３１の形成例を模式的に示した。結合部
４０のマシン方向（伸長方向）の両側にほぼ三日月状の貫通孔３１される。
【００４７】
　結合部は、マシン方向（伸長方向）と直交する方向（クロス方向：ＣＤ方向）に長い形
状とすることができる。この場合には、例えば図１３に示すように、大きく開孔する半円
形の貫通孔３１を形成でき、通気性を高めたい場合に好適は手段である。
【００４８】
　他方、全ての結合部に貫通孔３１が形成されることは必須ではない。もし、確実に貫通
孔３１を形成すること、あるいは大きく開孔することが要請される場合には、図１４に示
す手法を採ることができる。
　すなわち、結合部４０を形成した伸縮シートを、図１４（ｂ）に示すように、突条又は
突起６４ａを有する一対のロール６４間に通し、一方のロール６４の隣接する突起６４ａ
, 突起６４ａ間に他方のロール６４の突起６４ａを食い込ませて、伸縮シートに変形力を
加えて貫通孔３１を形成することができる。
【００４９】
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　（パンツタイプ使い捨ておむつへの適用例）
　上記のように形成された伸縮シートは、使い捨ておむつに適用されるが、その例として
、パンツタイプ使い捨ておむつへの適用例について説明する。
【００５０】
　図１５～図２０はパンツタイプ使い捨ておむつを示している。このパンツタイプ使い捨
ておむつ（以下、単におむつともいう。）は、前身頃Ｆｒ及び後身頃Ｂａをなす外装体２
０と、この外装体２０の内面に固定され一体化された内装体１０とを有しており、内装体
１０は液透過性表面シート１１と液不透過性裏面側シート１２との間に吸収体１３が介在
されてなるものである。製造に際しては、外装体２０の内面（上面）に対して内装体１０
の裏面がホットメルト接着剤などの接合手段によって接合（図２１の斜線部分１０Ｂ）さ
れた後に、内装体１０及び外装体２０が前身頃Ｆｒ及び後身頃Ｂａの境界である前後方向
（縦方向）中央で折り畳まれ、その両側部が相互に熱溶着又はホットメルト接着剤などに
よって接合されてサイドシール部２６が形成されることによって、ウエスト開口及び左右
一対のレッグ開口が形成されたパンツタイプ使い捨ておむつとなる。
【００５１】
　（内装体の構造例）
　内装体１０は、図１８～図２０に示すように、不織布などからなる液透過性表面シート
１１と、ポリエチレン等からなる液不透過性裏面側シート１２との間に、吸収体１３を介
在させた構造を有しており、表面シート１１を透過した排泄液を吸収保持するものである
。内装体１０の平面形状は特に限定されないが、図示形態のようにほぼ長方形とすること
が一般的である。
【００５２】
　吸収体１３の表面側（肌当接面側）を覆う液透過性表面シート１１としては、有孔又は
無孔の不織布や多孔性プラスチックシートなどが好適に用いられる。不織布を構成する素
材繊維は、ポリエチレン又はポリプロピレン等のオレフィン系、ポリエステル系、ポリア
ミド系等の合成繊維の他、レーヨンやキュプラ等の再生繊維、綿等の天然繊維とすること
ができ、スパンレース法、スパンボンド法、サーマルボンド法、メルトブローン法、ニー
ドルパンチ法等の適宜の加工法によって得られた不織布を用いることができる。これらの
加工法の内、スパンレース法は柔軟性、ドレープ性に富む点で優れ、サーマルボンド法は
嵩高でソフトである点で優れている。液透過性表面シート１１に多数の透孔を形成した場
合には、尿などが速やかに吸収されるようになり、ドライタッチ性に優れたものとなる。
液透過性表面シート１１は、吸収体１３の側縁部を巻き込んで吸収体１３の裏面側まで延
在している。
【００５３】
　吸収体１３の裏面側（非肌当接面側）を覆う液不透過性裏面側シート１２は、ポリエチ
レン又はポリプロピレンなどの液不透過性プラスチックシートが用いられるが、近年はム
レ防止の点から透湿性を有するものが好適に用いられる。この遮水・透湿性シートは、例
えばポリエチレンやポリプロピレン等のオレフィン樹脂中に無機充填材を溶融混練してシ
ートを形成した後、一軸又は二軸方向に延伸することにより得られる微多孔性シートであ
る。
【００５４】
　吸収体１３としては、公知のもの、例えばパルプ繊維の積繊体、セルロースアセテート
等のフィラメントの集合体、あるいは不織布を基本とし、必要に応じて高吸収性ポリマー
を混合、固着等してなるものを用いることができる。この吸収体１３は、形状及びポリマ
ー保持等のため、必要に応じてクレープ紙等の、液透過性及び液保持性を有する包装シー
ト１４によって包装することができる。
　吸収体１３の形状は、股間部に前後両側よりも幅の狭い括れ部分１３Ｎを有するほぼ砂
時計状に形成されているが、長方形状等、適宜の意形状とすることができる。括れ部分１
３Ｎの寸法は適宜定めることができるが、括れ部分１３Ｎの前後方向長さはおむつ全長の
２０～５０％程度とすることができ、その最も狭い部分の幅は吸収体１３の全幅の４０～
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６０％程度とすることができる。このような括れ部分１３Ｎを有する場合において、内装
体１０の平面形状がほぼ長方形とされていると、内装体１０における吸収体１３の括れ部
分１３Ｎと対応する部分に、吸収体１３を有しない余り部分が形成される。
【００５５】
　内装体１０の両側部には脚周りにフィットする立体ギャザーＢＳが形成されている。こ
の立体ギャザーＢＳは、図１９及び図２０に示されるように、内装体の裏面の側部に固定
された固定部と、この固定部から内装体の側方を経て内装体の表面の側部まで延在する本
体部と、本体部の前後端部が倒伏状態で内装体の表面の側部に固定されて形成された倒伏
部分と、この倒伏部分間が非固定とされて形成された自由部分とが、折り返しによって二
重シートとしたギャザー不織布１５により形成されている。
【００５６】
　また、二重シート間には、自由部分の先端部等に細長状ギャザー弾性部材１６が配設さ
れている。ギャザー弾性部材１６は、製品状態において図１９に二点鎖線で示すように、
弾性伸縮力により自由部分を起立させて立体ギャザーＢＳを形成するためのものである。
【００５７】
　液不透過性裏面側シート１２は、液透過性表面シート１１とともに吸収体１３の幅方向
両側で裏側に折り返されている。この液不透過性裏面側シート１２としては、排便や尿な
どの褐色が出ないように不透明のものを用いるのが望ましい。不透明化としては、プラス
チック中に、炭酸カルシウム、酸化チタン、酸化亜鉛、ホワイトカーボン、クレイ、タル
ク、硫酸バリウムなどの顔料や充填材を内添してフィルム化したものが好適に使用される
。
【００５８】
　ギャザー弾性部材１６としては、通常使用されるスチレン系ゴム、オレフィン系ゴム、
ウレタン系ゴム、エステル系ゴム、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリスチレン、スチレ
ンブタジエン、シリコン、ポリエステル等の素材を用いることができる。また、外側から
見え難くするため、太さは９２５ｄｔｅｘ以下、テンションは１５０～３５０％、間隔は
７．０ｍｍ以下として配設するのがよい。なお、ギャザー弾性部材１６としては、図示形
態のような糸状の他、ある程度の幅を有するテープ状のものを用いることもできる。
【００５９】
　前述のギャザー不織布１５を構成する素材繊維も液透過性表面シート１１と同様に、ポ
リエチレン又はポリプロピレン等のオレフィン系、ポリエステル系、アミド系等の合成繊
維の他、レーヨンやキュプラ等の再生繊維、綿等の天然繊維とすることができ、スパンボ
ンド法、サーマルボンド法、メルトブローン法、ニードルパンチ法等の適宜の加工方法に
得られた不織布を用いることができるが、特にはムレを防止するために坪量を抑えて通気
性に優れた不織布を用いるのがよい。さらにギャザー不織布１５については、尿などの透
過を防止するとともに、カブレを防止しかつ肌への感触性（ドライ感）を高めるために、
シリコン系、パラフィン金属系、アルキルクロミッククロイド系撥水剤などをコーティン
グした撥水処理不織布を用いるのが望ましい。
【００６０】
　（外装体の構造例）
　外装体２０は、図１６～図２１にも示されるように、第１シート層２１及び第２シート
層２２の間に、弾性フィルム３０が配設され、幅方向の伸縮性が付与されている。外装体
２０の平面形状は、中間両側部にそれぞれレッグ開口を形成するために形成された凹状の
脚周りライン２９により、全体として擬似砂時計形状をなしている。外装体２０は、前後
に二分割し、両者が股間部で前後方向に離間するように配置しても良い。
【００６１】
　より詳細に説明すると、図示形態の外装体２０においては、図１６が参照されるように
、前身頃Ｆｒと後身頃Ｂａとが接合されたサイドシール部２６の縦方向範囲として定まる
胴周り領域Ｔの内、ウエスト周り領域２３の伸縮応力を、腰周り領域ＴＸの伸縮応力より
、大きく形成したものである。これにより、ウエスト周りを適度に締め付ける伸縮力を与
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えることができる。ここに、胴周り領域Ｔ＝ウエスト周り領域２３＋腰周り領域ＴＸの関
係にある
【００６２】
　このウエスト周り領域２３としては、前述の弾性フィルムを有する外装体２０の延在部
分を内面側に折り返した折り返し部分２０Ｃで構成している。
【００６３】
　第１シート層２１及び第２シート層２２の構成材は、シート状のものであれば特に限定
なく使用できるが、通気性及び柔軟性の観点から不織布を用いることが好ましい。不織布
は、その原料繊維が何であるかは特に限定されない。例えば、ポリエチレンやポリプロピ
レン等のオレフィン系、ポリエステル系、ポリアミド系等の合成繊維、レーヨンやキュプ
ラ等の再生繊維、綿等の天然繊維などや、これらから二種以上が使用された混合繊維、複
合繊維などを例示することができる。さらに、不織布は、どのような加工によって製造さ
れたものであってもよい。加工方法としては、公知の方法、例えば、スパンレース法、ス
パンボンド法、サーマルボンド法、メルトブローン法、ニードルパンチ法、エアスルー法
、ポイントボンド法等を例示することができる。不織布を用いる場合、その目付けは１０
～２５ｇ／ｍ2程度とするのが好ましい。また、第１シート層２１及び第２シート層２２
は、その一部又は全部が一枚の資材を折り返して対向させた一対の層であっても良い。
【００６４】
　本実施形態では、図１６に示すように、外装体２０における前身頃Ｆｒの胴周り領域Ｔ
、後身頃Ｂａの胴周り領域Ｔ、及びそれらの間の中間領域Ｌに、既述の伸縮シートによる
積層伸縮構造２０Ｘが形成されている。この例では、胴周り領域Ｔ、後身頃Ｂａの胴周り
領域Ｔ及びそれらの間の中間領域Ｌの一部が本発明の「伸縮領域」を構成している。中間
領域Ｌの前後方向中央部は図１８（ａ）が参照されるように、弾性フィルム３０が存在し
ないために非伸縮領域である。
　この外装体２０の伸縮構造２０Ｘの領域内において、吸収体１３と重なる部分を含む幅
方向中間部分（重なる部分の一部でも全部でも良く、内装体固定部１０Ｂのほぼ全体を含
むことが望ましい）に非伸縮領域７０が形成されるとともに、その幅方向両側におけるサ
イドシール部２６までの部分が幅方向に伸縮する伸縮領域８０とされている。そして、こ
れら伸縮領域８０及び非伸縮領域７０の全体にわたり、第１シート層２１と、第２シート
層２２との間に弾性フィルム３０が積層されてなるとともに、弾性フィルム３０が幅方向
に伸長された状態で、第１シート層２１及び第２シート層２２が、伸縮方向（幅方向）及
びこれと直交する方向（前後方向）にそれぞれ間隔を空けて配列された多数の接合部４０
で、（図示の例では弾性フィルム３０に形成された貫通孔３１を通じて）接合されている
。
【００６５】
　このような積層伸縮構造２０Ｘでは、基本的に、接合部４０の面積率が高くなるほど第
１シート層２１及び第２シート層２２が弾性フィルム３０により収縮する部分が少なくな
るため、弾性限界伸びが低下する傾向があり、またそれに伴い、弾性フィルム３０におけ
る貫通孔３１の開口の面積率も高くなり、伸縮方向と直交する方向に占める弾性フィルム
３０の伸縮方向連続部分の割合が減るため、伸長時に発生する収縮力が小さくなるととも
に弾性フィルム３０が断裂しやすくなる傾向がある。
　このような特性を利用して、非伸縮領域７０では、接合部４０の面積率が伸縮領域８０
よりも高いことにより、伸縮方向の弾性限界伸びが１３０％以下（好ましくは１２０％以
下、より好ましくは１００％）とする一方、伸縮領域８０では、接合部４０の面積率が非
伸縮領域７０よりも低いことにより、伸縮方向の弾性限界伸びが２００％以上（好ましく
は２６５～２９５％）とすることができる。ここで、「弾性限界伸び」とは、弾性限界（
換言すれば第１シート層及び第２シート層が完全に展開した状態）における伸びを意味し
、弾性限界時の長さの自然長を１００％としたときの百分率で表すものである。
【００６６】
　伸縮領域８０では、図９に示すように、弾性フィルム３０の自然長状態では、接合部間



(12) JP 6447924 B2 2019.1.9

10

20

30

40

50

の第１シート層２１及び第２シート層２２が互いに離間する方向に膨らんで、伸縮方向と
交差する方向に膨出する収縮皺２５が形成され、図８に示すように、幅方向にある程度伸
長した装着状態でも、収縮皺２５の膨出度合いは小さいものの、残るようになっている。
なお、装着状態及び自然長状態の収縮皺２５の状態は、図２４～図２６のサンプル写真に
も現れている。
【００６７】
　非伸縮領域７０では、図２４～図２６のサンプル写真からも分かるように、接合部４０
間に筋状に盛り上がった部分あるいは極めて微小な皺が形成されるが、接合部４０の面積
率が非常に高いために伸縮性は実質的に殺されることになる。
【００６８】
　また、本実施形態では、図１６、図１７及び図２２（ａ）に示されるように、伸縮領域
８０における非伸縮領域７０側の端部が、当該端部を除いた主伸縮領域８１よりも接合部
４０の面積率が低い緩衝伸縮領域８２とされる。
【００６９】
　これに対して、図２２（ｂ）に示すように、緩衝伸縮領域８２を有しない形態とするこ
ともできる。
【００７０】
　個々の接合部４０及び貫通孔３１の自然長状態での形状は、真円形、楕円形、長方形等
の多角形（線状や角丸のものを含む）、星形、雲形等、任意の形状とすることができる。
個々の接合部４０の大きさは、適宜定めれば良いが、大きすぎると接合部４０の硬さが感
触に及ぼす影響が大きくなり、小さすぎると接合面積が少なく資材同士が十分に接着でき
なくなるため、通常の場合、個々の接合部４０の面積は０．１４～３．５ｍｍ2程度とす
ることが好ましい。個々の貫通孔３１の開口面積は、貫通孔３１を介して接合部が形成さ
れるため接合部以上であれば良いが、接合部の面積の１～１．５倍程度とすることが好ま
しい。
【００７１】
　また、各領域における個々の接合部４０の面積及び面積率は、通常の場合次のようにす
るのが好ましい。
（非伸縮領域７０）
　接合部４０の面積：０．１４～３．５ｍｍ2（特に０．２５～１．０ｍｍ2）
　接合部４０の面積率：１６～４５％（特に２５～４５％）
（主伸縮領域８１）
　接合部４０の面積：０．１４～３．５ｍｍ2（特に０．１４～１．０ｍｍ2）
　接合部４０の面積率：１．８～１９．１％（特に１．８～１０．６％）
（緩衝伸縮領域８２）
　接合部４０の面積：０．１４～３．５ｍｍ2（特に０．２５～１．０ｍｍ2）
　接合部４０の面積率：８～２２．５％（特に１２．５～２２．５％）
【００７２】
　このように三箇所（非伸縮領域７０、主伸縮領域８１及び緩衝伸縮領域８２）の接合部
４０の面積率を異なるものとするには、図２３（ａ）に示すように単位面積当たりの接合
部４０の数を変えたり、図２３（ｂ）に示すように個々の接合部４０の面積を変えたりす
ればよい。前者の場合、接合部４０の面積を、非伸縮領域７０、主伸縮領域８１及び緩衝
伸縮領域８２のうちの二箇所以上で同じとする他、全箇所で異なるものとすることができ
、後者の場合、単位面積当たりの接合部４０の数を、非伸縮領域７０、主伸縮領域８１及
び緩衝伸縮領域８２うちの二箇所以上で同じとする他、全箇所で異なるものとすることが
できる。
【００７３】
　接合部４０及び貫通孔３１の平面配列は適宜定めることができるが、規則的に繰り返さ
れる平面配列が好ましく、図２８（ａ）に示すような斜方格子状や、図２８（ｂ）に示す
ような六角格子状（これらは千鳥状ともいわれる）、図２８（ｃ）に示すような正方格子
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状、図２８（ｄ）に示すような矩形格子状、図２８（ｅ）に示すような平行体格子（図示
のように、多数の平行な斜め方向の列の群が互いに交差するように２群設けられる形態）
状等（これらが伸縮方向に対して９０度未満の角度で傾斜したものを含む）のように規則
的に繰り返されるものの他、接合部４０の群（群単位の配列は規則的でも不規則でも良く
、模様や文字状等でも良い）が規則的に繰り返されるものとすることもできる。接合部４
０及び貫通孔３１の配列形態は、主伸縮領域８１、緩衝伸縮領域８２、及び非伸縮領域７
０において同じものとする他、異なるものとすることもできる。
【００７４】
　弾性フィルム３０は特に限定されるものではなく、それ自体弾性を有する樹脂フィルム
であれば特に限定なく用いることができ、例えば、スチレン系エラストマー、オレフィン
系エラストマー、ポリエステル系エラストマー、ポリアミド系エラストマー及びポリウレ
タン系エラストマー等の熱可塑性エラストマーの１種又は２種以上のブレンド物を、Ｔダ
イ法やインフレーション法などの押出成形によりフィルム状に加工したものを用いること
ができる。また、弾性フィルム３０としては、無孔のものの他、通気のために多数の孔や
スリットが形成されたものも用いることができる。特に、伸縮方向における引張強度が８
～２５Ｎ／３５ｍｍ、伸縮方向と直交する方向における引張強度が５～２０Ｎ／３５ｍｍ
、伸縮方向における引張伸度が４５０～１０５０％、及び伸縮方向と直交する方向におけ
る引張伸度が４５０～１４００％の弾性フィルム３０であると好ましい。なお、引張強度
及び引張伸度（破断伸び）は、引張試験機（例えばＳＨＩＭＡＤＺＵ社製のＡＯＵＴＧＲ
ＡＰＨＡＧＳ－Ｇ１００Ｎ）を用い、試験片を幅３５ｍｍ×長さ８０ｍｍの長方形状とし
た以外は、ＪＩＳ　Ｋ７１２７：１９９９「プラスチック－引張特性の試験方法－」に準
じて、初期チャック間隔を５０ｍｍとし、引張速度を３００ｍｍ／ｍｉｎとして測定され
る値を意味する。弾性フィルム３０の厚みは特に限定されないが、２０～４０μｍ程度で
あるのが好ましい。また、弾性フィルム３０の目付は特に限定されないが、３０～４５ｇ
／ｍ2程度であるのが好ましく、特に３０～３５ｇ／ｍ2程度であるのが好ましい。
【００７５】
　本発明に係る伸縮シートの各構成部材の融点は適宜選定できるが、前述のように、好適
な例は、弾性フィルムの融点が９５～１２５℃、より望ましくは１００～１２０℃であり
、第１シート層の融点が１２５℃超～１６０℃、より好ましくは１３０～１６０℃、前記
第２シート層の融点が１２５℃超～１６０℃、より好ましくは１３０～１６０℃である。
　超音波溶着温度は、ホーンからの超音波エネルギーの選択により変更可能である。この
ホーンからの超音波エネルギーを直接温度に換算することはできないが、非接触式温度計
で測定した場合、ホーン側の温度で４０℃～３０℃、アンビルロール側の温度で３８℃～
２８℃が安定した生産性を示す。
　また、この安定した操業の下で、接合状況の観察から推測するに、弾性フィルムの融点
温度より高く、ホーン側から弾性フィルムに１２５℃～１４５℃に換算する溶融エネルギ
ーを与えるのが好適である。また、第１シート層及び第２シート層の融点温度より低いの
が望ましい。また、第１シート層２１及び第２シート層２２の融点と弾性フィルム３０の
融点との差は１０～４５℃程度であるのが好ましい。
　第１シート層及び第２シート層として、使い捨ておむつの腰周りシートの場合には、最
適な不織布はスパンボンド不織布である。
【００７６】
　さて、本発明においては、図１６に示すように、胴周り領域Ｔ＝ウエスト周り領域２３
＋腰周り領域ＴＸの関係にある。そして、ウエスト周り領域２３は折り返し部分２０Ｃで
ある。仮に、腰周り領域ＴＸの接合部４０の配置パターンでそのまま折り返した場合、伸
縮応力が大きくなり過ぎることがある。そこで、図１５（ａ）に示すように、ウエスト周
り領域２３の接合部面積率を、腰周り領域ＴＸの接合部面積率より大きくし、伸縮応力を
小さくすることができる。
　これによって、ウエスト周り領域２３の伸縮応力を過度に大きくはしないものの、腰周
り領域ＴＸの伸縮応力より大きい、適度な伸縮応力を得ることができる。
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【００７７】
　本発明におけるウエスト周り領域２３での接合部４０の配置パターンは、図１５（ａ）
のように、直線上に揃う場合のほか（複数の行で直線上に揃う場合であってもよい。）、
図１５（ｂ）のように、前後方向に複数の行上に幅方向位置をずらして配置することもで
きる。
　この場合において、幅方向に伸縮することが必要であるので、幅方向（マシン方向）ピ
ッチ長Ｐｍは、前後方向（クロス方向）ピッチ長Ｐｃより長い方が望ましい。
【００７８】
　図示例は、外装体２０の胴周り領域Ｔに伸縮構造２０Ｘを適用した例であるが、他の領
域にも伸縮構造２０Ｘを適用したり、前身頃Ｆｒの胴周り領域Ｔと後身頃Ｂａの胴周り領
域Ｔとの間の中間領域Ｌには積層伸縮構造２０Ｘを設けない形態（図１８（ａ）に典型的
に示されている図示の形態）としたりする等、適宜の変更が可能である。
　もちろん、伸縮シートを前身頃Ｆｒと後身頃Ｂａとに分割して設けてもよい。また、本
実施形態は非伸縮領域を有するものであるが、積層構造の全体を伸縮領域とし、非伸縮領
域を有しない形態とすることも可能である。
【００７９】
　（前後押さえシート）
　図１８にも示されるように、外装体２０の内面上に取り付けられた内装体１０の前後端
部をカバーし、かつ内装体１０の前後縁からの漏れを防ぐために、前後押さえシート５０
，６０が設けられていても良い。図示形態についてさらに詳細に説明すると、前押さえシ
ート５０は、前身頃Ｆｒ内面のうち、ウエスト側端部の折り返し部分２０Ｃの内面から、
内装体１０の前端部と重なる位置まで幅方向全体にわたり延在しており、後押さえシート
６０は、後身頃Ｂａ内面のうち、ウエスト側端部の折り返し部分２０Ｃの内面から、内装
体１０の後端部と重なる位置まで幅方向全体にわたり延在している。前後押さえシート５
０，６０の股間側の縁部に幅方向の全体にわたり（中央部のみでも良い）若干の非接着部
分を設けると、接着剤がはみ出ないだけでなく、この部分を表面シートから若干浮かせて
防漏壁として機能させることができる。
【００８０】
　図示形態のように、前後押さえシート５０，６０を別体として取り付けると、素材選択
の自由度が高くなる利点があるものの、資材や製造工程が増加する等のデメリットもある
。そのため、外装体２０をおむつ内面に折り返してなる折り返し部分２０Ｃを、内装体１
０と重なる部分まで延在させて、前述の押さえシート５０，６０と同等の部分を形成する
こともできる。
【００８１】
　＜剥離試験＞
　第１シート層及び第２シート層として、ＰＥ／ＰＰ複合繊維（芯：ポリプロピレン（融
点１６５℃）、鞘：ポリエチレン（融点１３０℃））を原料とする目付１７ｇ／ｍ2のス
パンボンド不織布を、また弾性フィルムとして目付け３５ｇ／ｍ2、厚み：３５μｍ、融
点：１１０～１２０℃のものを使用した。ＭＤ方向が揃うように第１シート層及び第２シ
ート層間に弾性フィルムを自然長状態（剥離強度の相対的な比較では自然長であるか伸長
状態であるかは無関係）で挟み、ステープラー型超音波シール装置（スズキ社製「はるる
ＳＵＨ－３０」）を使用して、図２９（ａ）に示すように、ＭＤ方向に沿う長辺を有する
長方形接合部４０（短辺１．０ｍｍ、長辺１．５ｍｍ）を、ＭＤ方向と直交するＣＤ方向
に１ｍｍ間隔、及びＭＤ方向に１７ｍｍ間隔で矩形格子状に形成し、ＣＤ方向の長さ１０
０ｙ８０ｍｍ、ＭＤ方向長さ１００ｘが５０ｍｍの弾性フィルムありサンプル１００を作
製した（実施例）。超音波シールは加圧時間を約３秒とし、同一人が同一圧力となるよう
に接合を実施した。なお、不織布のＭＤ方向は不織布の繊維配向の方向（不織布の繊維が
沿う方向）であり、例えば、ＴＡＰＰＩ標準法Ｔ４８１の零距離引張強さによる繊維配向
性試験法に準じた測定方法や、前後方向及び幅方向の引張強度比から繊維配向方向を決定
する簡易的測定方法により判別することができる。
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　また、弾性フィルムを除いて二層構造とした以外は実施例と同様にして弾性フィルム無
しサンプルを作製した（比較例）。この弾性フィルム無しサンプルは、剥離強度という点
では、弾性フィルムを介さずに第１シート層及び第２シート層が接合された特許文献１の
構造と同様になると考えられたものである。
　そして、これらの積層伸縮構造のサンプルを用い、図２９（ｂ）に示すように、サンプ
ル１００のＣＤ方向の一端から１０１ｚ：３０ｍｍだけ第１シート層及び第２シート層を
手で引き剥がし、この剥離部分１０１をそれぞれ引張試験機のチャックでつかみ、チャッ
ク間５０ｍｍ、引張速度３００ｍｍ／ｍｉｎの条件で、前述の引き剥がし口から伸縮方向
に残りの５０ｍｍの長さを剥離し、測定される引張応力の最大値を剥離強度とした。引張
試験にとしては、ＯＲＩＥＮＴＥＣ社製テンシロン万能試験機ＲＴＣ－１２１０Ａを使用
した。
　その結果、比較例サンプルの剥離強度が２．７Ｎであったのに対して、実施例サンプル
の剥離強度は１０．２Ｎと、顕著に高い値を示した。
【００８２】
　他方、上述の伸縮構造２０Ｘは、パンツタイプ使い捨ておむつだけでなく、テープタイ
プ使い捨ておむつ等にも適用することができる。
【００８３】
　例えば、図２９に示すように、背側の両側部にテープを有するテープタイプ使い捨てお
むつＴＤ１のウエスト周り部位に、幅方向に伸縮する伸縮構造Ｘを形成できる。
　すなわち、伸縮シートを製造し、胴周り領域Ｔのウエスト周り領域２３と腰周り領域Ｔ
Ｘとで幅方向の伸縮応力を相違させることができる。
【００８４】
　テープタイプ使い捨ておむつの全体構造は、当業者が知る範囲で公知のものを使用する
ことができるので、その例の図示及びその説明を省略する。そして、吸収体、トップシー
トなどの素材や構造は適宜選択できる。
【００８５】
　テープタイプ使い捨ておむつとしては、長尺テープによって前身頃を包むいわゆる「ふ
んどし」タイプのものでもよい。テープタイプ使い捨ておむつとしては、両側縁がストレ
ートないわゆる「ストレートタイプ」のものでもよい。
【００８６】
　伸縮領域のうち、脚周りカット部に沿って、他の領域とで接合部面積率を相違させるこ
ともできる。すなわち、股下区域が中央に向かって括れており、その括れに沿って前後方
向に延在する脚周り部分のうち、特に括れの傾斜部に接合部面積率を相違させた伸縮領域
を形成することができる。
【００８７】
　＜明細書中の用語の説明＞
　明細書中の以下の用語は、明細書中に特に記載がない限り、以下の意味を有するもので
ある。
　・「伸長率」は、自然長を１００％としたときの値を意味する。
　・「目付け」は次のようにして測定されるものである。試料又は試験片を予備乾燥した
後、標準状態（試験場所は、温度２０±５℃、相対湿度６５％以下）の試験室又は装置内
に放置し、恒量になった状態にする。予備乾燥は、試料又は試験片を相対湿度１０～２５
％、温度５０℃を超えない環境で恒量にすることをいう。なお、公定水分率が０．０％の
繊維については、予備乾燥を行わなくてもよい。恒量になった状態の試験片から米坪板（
２００ｍｍ×２５０ｍｍ、±２ｍｍ）を使用し、２００ｍｍ×２５０ｍｍ（±２ｍｍ）の
寸法の試料を切り取る。試料の重量を測定し、２０倍して１平米あたりの重さを算出し、
目付けとする。
　・「厚み」は、自動厚み測定器（ＫＥＳ－Ｇ５　ハンディ圧縮計測プログラム）を用い
、荷重：１０ｇｆ／ｃｍ2、及び加圧面積：２ｃｍ2の条件下で自動測定する。
　・試験や測定における環境条件についての記載がない場合、その試験や測定は、標準状
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態（試験場所は、温度２０±５℃、相対湿度６５％以下）の試験室又は装置内で行うもの
とする。
【産業上の利用可能性】
【００８８】
　本発明は、上記例のようなパンツタイプ使い捨ておむつの他、テープタイプ、パッドタ
イプ等の各種使い捨ておむつ、生理用ナプキン等、伸縮構造を備える吸収性物品全般に利
用できるものである。また、本発明の伸縮シートは、テープタイプ使い捨ておむつのテー
プなどの副資材についても適用できる。
【符号の説明】
【００８９】
　Ａ～Ｅ…領域、Ｂａ…後身頃、Ｆｒ…前身頃、Ｌ…中間領域、１０…内装体、１１…液
透過性表面シート、１２…液不透過性裏面側シート、１３…吸収体、１３Ｎ…括れ部分、
１４…包装シート、１５…ギャザー不織布、１６…ギャザー弾性部材、２０…外装体、２
１…第１シート層、２２…第２シート層、２０Ｃ…折り返し部分、２０Ｘ…伸縮構造、２
４…ウエスト部弾性部材、２５…収縮皺、２９…脚周りライン、３０…弾性フィルム、３
１…貫通孔、４０…接合部、７０…非伸縮領域、８０…伸縮領域、８１…主伸縮領域、８
２…緩衝伸縮領域。

【図１】 【図２】
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